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令和５年度第４回茅野市行財政審議会会議結果報告書    【担当課】企画課 

 

会議の名称 令和５年度第４回茅野市行財政審議会 

開 催 日 時 令和５年１０月３０日（月)  18 時 30 分～20時 00 分 

開 催 場 所 議会棟大会議室 

出 席 者 

※出席委員等：守屋副会長、小平委員、宮坂委員、半田委員、鈴木委員、北原委員、

中村委員、鶴石委員、大川委員、両角（博）委員（zoom 参加） 

※市側出席者：柿澤副市長、有賀総務部長、小平市民環境部長、平澤健康福祉部長、

岩崎都市建設部長、五味こども部長、上田生涯学習部長、藤森議会事務局長、土橋

会計管理者、森井財政課長、佐々木財政係長、田中企画部長、井出企画課長、伊藤

企画係長、朝倉行政経営係長、宮崎主査 

欠 席 者 両角会長、高木委員、藤野委員、丸茂委員、柿沢委員 

公開・非公開

の 別 
公開 ・ 非公開 傍 聴 者 の 数     ２人 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 
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議事 

１ 開会 

２ 副市長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 会議内容 

（1）優先改革事項の取組スケジュールについて 

【資料１】 

（2）施設使用料等の算出に関する基本方針（ 案） について 

【資料２ -１ 、２ -２ 、２ -３】 

（3）茅野市行財政改革に関する提言（ 案） について 

【資料３】 

５ その他 

６ 閉会 

 

 

議事録 

1 開会 

それではお時間となりましたので、これより第４回茅野市行財政審議会を開催

したいと思います。よろしくお願いいたします。初めに、次第に沿いまして、副市

長からの挨拶です。お願いします。 

 

２ 副市長挨拶 

皆さん改めましてこんばんは。秋も本当にめっきり深まってきて朝夕は本当に

大変寒くなってきました。役所の職員もこの寒さ、寒暖の差で、コロナになったり

風邪引いたり、体調を崩して休んでいる職員も出てきておりますけれども、皆様本

当に体調管理には気をつけていただければと思います。さてこの行財政審議会で

すけど、皆さん２年間の任期、集中的に審議をしていただいて、今日が、多分、任

期の最後の審議会になるかなと思いますけれども、本当に熱心なご審議をいただ

き大変ありがとうございました。この行財政審議会ですけれども、平成 30 年度、

当時の柳平前市長が、行財政改革推進市民委員会、行革を専門にやっていく審議会
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を改組して、行財政審議会というふうに形を変えて、条例提案して議会で議決され

設置されたものです。当時この行財政審議会は、柳平市長が平成 30 年度に手掛け

た第５次総合計画、その進行管理を行政経営の分野でするために、その行政経営の

基本計画をチェックするために設けられた審議会でありました。当時の第５次総

合計画は、今までの茅野市が行ってきた社会基盤整備、これが、ある程度もう完了

して、インフラ整備というのはでき上がった。そういう中でそれをどう維持してい

くかっていう、大変はあるもののやさしい基調の計画でした。ですので、行政経営

も深く踏み込んで行財政改革をやるというスタンスではなかったわけですけど、

令和になって、市長が変わり、そのあとコロナ禍になり、そして、様々な社会情勢

が激変する中で、改めて第 6 次総合計画、全く新しい総合計画を作りそれを実施す

るための行財政改革を行っていかなければ、やはり、茅野市というまちは持続して

いかないんだ、そういう考え方になりました。やっぱり強いものが生き残るんじゃ

なくって生き残るものが強いんだと思いますけど、生き残るものはやっぱり環境

変化に的確に適用して進化していくってことだろうと思います。それで茅野市も

第 6 次総合計画の策定等を並行する形で、行政や財政の仕組みを変えていかなけ

ればやっていないということで、皆様に委員をお願いしてこの２年間行財政改革

について、しっかり議論をいただき、行財政改革の基本方針を作って、一体にして

いただき、そして様々な改革についてご意見をいただいてきたところであります。

なお、これをご提案いただいたのを市としてはしっかり、それを確実に、そしてス

ピーディーに実施していかなければ行財政改革の実は上げられません。今日はこ

の審議会の中で皆様から頂戴した意見というものを自分たちにとっても励み叱咤

激励のものとするために、ご提言をいただきたいと思っています。そんな案も正副

会長さんの中でまとめて、提案をされておりますので、ぜひそんなことで、しっか

りしたご意見をちょうだいして、私どもしっかり行財政改革を進めて参りたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。それで、この２年間の任期の中で本来で

したら市長がこの場に来て、お礼を申し上げるところですけど今日は出張してお

りまして、この会議のところでぎりぎりで間に合うかどうかというところだと思

います。もし間に合わなかった場合は申し訳ございませんけど、本当に私代わりま

して御礼を申し上げますけども、大変ありがとうございました。 

 

３ 会長挨拶 

ありがとうございました。続きまして、会長挨拶ということで、守屋副会長様、

お願いいたします。 

 

それでは改めまして皆さんこんばんは。委員の皆様には、お忙しい中、審議会に

ご出席いただきましてありがとうございます。両角会長が体調不良ということで、

今日どうしても来れないということですので、私の方で審議、進行をさしていただ

きます。会長のようにうまく進められるかわかりませんが、委員の皆さんには、ご

協力をお願いしたいと思います。本日は、高木委員さん、藤野委員さん、丸茂委員

さん、柿沢委員さん、それから両角会長と、５人の方が欠席ということになってお

ります。それから、両角博志委員さんがオンライン参加ということになっています

ので、お願いしたいと思います。スムーズな進行に心がけますのでよろしくお願い

します。 

 

 

４ 会議内容 

（１）優先改革事項の取組スケジュールについて【資料１】 
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ありがとうございました。それでは４番の会議内容に入ります。以降は、副会長

さん進行をお願いいたします。 

 

それでは次第に沿って進めさせていただきます。まず一番、優先改革事項の取り

組みスケジュールについてということになります。６月９日の今年度第１回の審

議会で、令和 10 年度までの財政推計の報告がありまして、この時点で、毎年約 13

億円の財源不足が生じると、いうことが、そういう推計が示されたわけです。非常

に厳しい状況が示されたということで審議会として改革プラン案を示すようにこ

の時に求めました。前回第３回の審議会の時に、30 の優先改革事項について、行

政改革プラン２０２３案が示されたわけです。これについて、その取り組みのスケ

ジュールをきちんとしてくれということでお願いしておきましたので、提案をし

ていただくということで、事務局から説明をお願いします。 

 

お願いします。企画課行政経営係長の朝倉です。私の方から説明させていただき

ます。座って説明させていただきますのでお願いいたします。資料１の方をご覧く

ださい。前回の審議会におきまして、行財政改革プラン 2023 案ということで、30

の優先確実事項をお示しさしていただきました。その優先改革事項の取り組みス

ケジュールについて、本日お示しさしていただきたいと思いますのでお願いいた

します。まずですね、資料１の表の方をご覧ください。まず一番左側の方に項目番

号が書いてございます。その次に担当取り組む担当課ということで、担当課の方が

示してあります。優先改革事項の内容と、その右側に年度が示してございます。短

期的に取り組む事項につきましては、令和５年度６年度というところまでで、中長

期的に取り組む内容のものについては、令和８年度まで、欄を設けてあります。そ

の次に、具体的な取り組み、または取り組み結果評価課題等という欄がございます

が、年度の上段が具体的な取り組みを書くようになっていまして、下段が取り組み

結果評価課題等を書くようになってございます。上半期下半期という形で、半期ご

とに分けて、取り組み内容取り組み結果を書くようになっております。令和５年度

の９月までは、時期が過ぎてますのでグレーで塗らさしていただいてございます

ので、お願いいたします。右側の方に、月ごとに取り組むスケジュールを書くよう

になってございますので、そんな形でご覧ください。それで、30 の優先各事項に

ついては、主なところをこれから説明さしていただきますのでお願いいたします。 

一番、少年育成センター事業費です。こちらは、市民委員会の選出の巡回活動の

廃止ということで、すでに市民委員の委嘱と巡回活動の休止を委員に説明してご

ざいます。その休止について周知をいただいて、令和６年度にはもう予算を計上し

ないということで、こちらは取り組みが完了しています。２番目、小泉山体験の森

整備活動事業費でございます。こちらは７年度から新たな体制で活動ができるよ

うに、関係団体と協議を進めていきます。続きまして２ページをお願いします。３

番目の多留姫文学自然の里整備活動事業費です。こちらも令和７年度から新たな

体制で活動ができるように、関係団体と協議を進めて参ります。４番目の温泉施設

の関係でございます。こちらは令和６年度にサウンディング調査です。サウンディ

ング調査は民間事業者に広く意見、提案を求め、市場性を把握する調査ですが、そ

のサウンディング調査を行いまして、その結果を踏まえて対応方針を決めていき

ます。続きまして３ページをお願いいたします。５番目のサンコーポラス旭ヶ丘管

理費になります。こちらは、令和６年度にサウンディング調査を実施しまして、そ

の結果を踏まえて、対応方針を決めていきます。続きまして、５ページをお願いい

たします。７番目の教育資金利子補給事業です。こちらについては、今年度末には

新規募集を停止しまして、令和６年度末には一括清算をして、事業の廃止を進めて
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参ります。８番目、みんなのまちづくり支援事業補助金でございます。見直し結果

を令和７年度予算要求に反映できるように取り組みを進めて参ります。続いて９

番目の地区コミュニティ運営協議会のあり方負担金の見直しでございます。こち

らも見直し結果を令和７年度予算要求に反映できるように、取り組みを進めて参

ります。続きまして７ページをお願いします。12 番、不妊不育治療助成事業でご

ざいます。こちらは令和６年度には、43 歳以上については助成を廃止する方向で、

今年度中に検討を行って参ります。13 番目、映画祭の開催方法の見直しでござい

ます。規模の縮小、補助金の減額について実行委員会と協議をしまして、その結果

を令和６年度には反映できるように取り組みを行います。続きまして８ページの

15 番でございます。産業振興プラザの体制の見直しということで、新体制での運

営が令和６年度から開始できるように取り組みを進めます。16 番目、各種がん検

診等事業費でございます。自己負担額の見直しということで、令和６年度から自己

負担を免除としているものの見直しということで、令和６年度には反映できるよ

うに進めて参ります。続きまして、12 ページをお願いいたします。21 番の蓼科有

機センターでございます。民間企業への施設の譲渡ということで、今年度末にプロ

ポーザルの実施ができるように取り組んで参ります。続きまして 13 ページの 23

番、地区コミュニティセンター管理運営費です。拠点数と人員体制の見直しという

ことで、正規職員の配置見直しについては、令和６年度に試行を行いまして、令和

７年度から新体制でスタートできるように取り組んで参ります。続きまして 14 ペ

ージです。24 番、市民活動センター運営費、ひと・まちプラザ管理費でございま

す。中央公民館等の組織の統合ということで、令和８年度に新しい体制でスタート

できるように、関係者と協議を進めて参ります。15 ページ 25 番の小学校の関係で

ございます。こちらはすでに今行われています各地区でのまちづくり懇談会で、市

民からいろんな意見をいただいているところでございますが、令和６年度には、地

域協議ということで本格的に市民との話し合いをスタートしていきたいと考えて

おります。そして、その結果に基づき、令和６年度末には小学校の再編後の学校数

の確定をするスケジュールでございます。16 ページをお願いします。27 番、千駄

刈自然学校の廃止です。市の施設としては廃止ということで、令和６年末の譲渡に

向けて取り組みを進めます。17 ページ、28 番、すずらんの湯の廃止、白樺湖温泉

すずらんの湯でございますが、令和６年３月に閉館に向けまして、地元関係者への

説明、市民周知を行って参ります。続きまして、19 ページをお願いいたします。

スケートセンター、プール管理運営費でございます。市営プールにつきましては、

令和６年度の営業をもって廃止のスケジュールで、市民周知等を進めていきます。

スケートセンターについては、今後の方向性を決めていく上で、令和６年度に市民

アンケート実施、また、サウンディングによる市場調査の実施を行います。以上、

30 の優先改革事項のスケジュールになります。以上でございます。 

 

ありがとうございました。それではこの取り組みのスケジュール等々について、

委員の皆様からご質問、ご意見を受けたいと思います。よろしくお願いします。い

かがでしょうか。よろしいですか。はい。委員さんお願いします。 

 

個々の取り組みについては、正直あまり興味がないです。失礼ですけども。私が

知りたいのは各項目の目標が、この資料だとちょっと見えないので、前回の資料見

てもちょっと見えなかったです。いつまでに何をやって幾らの期待効果っていう、

それが全体的に見える形で、こういう資料に出てないと、みんなどっちを向いてや

るのかなっていうのが、バラバラになるし、事務局と各職場の組織とすれ違う可能

性があるので、目標のすり合わせをぜひしていただいて、いつまでにこういうこと
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をやる、それによって期待効果幾らぐらいを考えているっていうのは、出していた

だきたいなと思います。例えば、14 ページにひと・まちプラザと中央公民館の統

合のお話があったんですが、お話の中で、令和８年度に目標にという話で、された

かと思うんですが、そこが、ここにうまく書かれてない気がしますので、令和８年

度までに二つの組織・機能を統合して、期待効果としては運営費を毎年 1000 万円

減る予定だとか、目標だとかですね。そういうことをぜひ考えて、公の形で、見え

るものにしていただければと思います。 

 

ありがとうございます。その他ございますか。それとも、今いいんですよね。市

の方は内容わかったということで。はい。その他、委員さんの方ございますか。よ

ろしいですか。委員さんありますか。よろしいですか。 

 

ありがとうございます。金額的に、これでいくら改善があるのかということが、

目標的にはあえて入れていないということかもしれませんけど、どのくらいの改

善をこの取り組みで見込んでいるかということは、以前はあったかと思うのです

が、年間 5 億円という数字が頭の中にあるんですけれども、温泉、プール、スケー

トセンター、学校と、そういったものでかなり数値的なインパクトが大きいと思う

のですが、これの３１項目の改革で、だいたい市の考えている削減に追いつくので

しょうか。 

 

市の方でお願いします。 

 

ありがとうございます。まずですね今回お示ししたスケジュールは当初、一度お

示しした改革プラン、そこからの照らし合わせになっております。今お話がござい

ました通り、金額との照合とか、あと目的とかちょっとこう、しっかり明記できて

いないというか小さい字だったりするものですから、分かりづらくて本当に申し

訳ありません。ただ当初のですね、改革プランの中で申し上げたそれぞれの項目に

対しまして、令和５年度の予算額、または効果見込額というものも掲示しまして、

その中で、それぞれのものがもし廃止した場合にはこのぐらいの額ということは

お示ししているところでございます。100％すべてが廃止で全くなくなるってこと

はちょっと考えにくいところありますので何とも申し上げませんが、当初の中で、

令和 5 年度予算額のすべての、金額をはじいたときには確か、すべてで 27 億ぐら

いのものになるなというところは、一旦試算を出しております。ただしこれはすべ

てのものがなくなるときですので、実際には見直しまたは、運営をしていったり、

やり方をかえていったりするところもございますので、効果額としての大きなは

じきにつきましてはもう一度、金額としては、わかりやすい、このスケジュールに

付随する形で載せていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

あと１点よろしいですか。先ほどの委員の方からお話あった、市民活動センター

とそれから中央公民館の統合の件ですけど、これ歳出の削減とかそういう効果だ

けではなくて、実は茅野市が進めている公民協働パートナーシップのまちづくり

の部分の人づくりの部分で中央公民館と市民活動センターをつなげて、学びから

実践へとつなげていくための効果ってこともあって、これは多分その行政の仕組

みの部分の改革ということでなかなか効果が算出しにくい部分ですけれども、職

員の人の動きをよくするということでこう上がっているようなものもございます。 

 

まず、委員さんよろしいですか。 
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委員 

 

企画課長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

企画課長 

 

委員 

 

副会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

副市長 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

すみません。27 億円の削減を見込んでいるっていう、今のお話でしたか。 

 

すいません、委員さん、説明が悪くて申し訳ありません、当初の改革プランの中

で、挙げていった優先改革事項項目、これがすべての額を合わせますと、27 億ぐ

らいになりますが、実際にこれは廃止という方向ではないので、そういったものの

効果額を見込んでいるものではないということをちょっと逆に申し上げたところ

です。 

 

わかりました。正確な試算は、これを進めていきながら出していくということで

すね。 

 

はいその通りです。よろしくお願いします。 

 

 はい。 

 

ありがとうございました。その他、皆さんからありますか。はい。委員さんお願

いします。 

 

財政改善といいますか、経費節減っていう、そういう観点で、優先改革事項とい

う格好で 31 項目挙げていただいているんですが、いわゆる全般的なとらえ方をし

た時に、実は施設の利用料の見直しなどもあるし、それから、施設の統廃合につい

ては、方向がはっきりしているものと、まだこれから決めなきゃいけないものがか

なりあるんですよね。従ってそういったものを全部きちんとやり遂げて、年間 15

億とか 20億とかが削減できるだろうということに多分なるんだろうと思うんです

けども、この 31 項目、かなり手が付けられそうだというものが優先的に上がって

いますので優先という項目がついていると思うんですけども、手が付けていない

もの、或いはつけなければいけないけどもここには載ってないものっていうもの

が、かなり私はあるように感じますので、これはもう、審議会に提案したんで、こ

れで十分でございますっていうんじゃなくて、走りながらやはりやらなきゃいけ

ないことはどんどん追加をして、５年間ぐらいの間には目標とする、20 億とか、

かなり 30 億とかですね管理の削減まできちんと届くようなものを、常にこれロー

ルアップしながら進めて欲しいなというのがお願いでございます。よろしくお願

いします。 

 

ありがとうございます。市の方は、そういうことで受けとめるということでよろ

しいですか。 

 

はい。 

 

わかりました。それ以外いかがでしょうか。よろしいですか。それではですね、

皆様からいただきましたご意見等々含めまして、まずは審議会、次の審議会の皆さ

んにはですね、これきちんと、チェックしてもらうと、いうこと或いは、内容につ

いては、提言書に書いた内容とか、委員さんからお話いただいた皆さんからお話い

ただいた内容を取り入れて進めていきたいというふうに思いますのでお願いした

いと思います。はい。よろしいですね。それじゃ、次第の２番の方、進めさせてい

ただきます。施設使用料等の算出に関する基本方針案についてということでござ
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います。これにつきましては、昨年度の審議会で、施設使用料の減免の考え方とい

うことについて、委員の皆さんからご意見をいただきましたけれどもその中で、減

免よりも、まずは施設使用料の考え方の見直し、これをきちんとするべきじゃない

かというようなご意見を受けていましたので、今回、市の方にですね、新たな「施

設使用料等の算出に関する基本方針（案）」をまとめていただきました。プラス減

免についても考え方を整理してもらいましたので、事務局より報告していただき

ます。お願いします。 

 

 

（2）施設使用料等の算出に関する基本方針（案）について 

【資料２-１ 、２-２ 、２-３】 

それではお願いいたします。私、財政課、財政課長の森井と申します。着座にて

失礼いたします。今、副会長さんの方からもおっしゃっていただきましたけどこれ

までの経過がおっしゃっていただいた通りでございます。これまでの行財政審議

会でご指摘いただいた点、或いはご意見をいただきました点、それらを施設使用料

の算定にあたりまして、施設原価に、施設、整備に係る経費として、施設の建設費

等を含めること、それと受益者負担の原則に基づいた減免のあり方につきまして、

これにつきましては、今おっしゃっていただきましたように、減免というものに限

定をせずに、より広義の解釈として、公共施設の使用料の、受益者の負担の見直し

と言った点を論点の中心といたしまして、庁内におきまして、使用料等審査委員

会、副市長を委員長とします、委員 17 名がおりますが、開催いたしまして、検討

をして参りました。それをまとめたものが、本日ご提案させていただいております

資料２、「施設使用料等の算出に関する基本方針（案）」、令和５年度改訂版となり

ます。また、もう一つの資料といたしまして資料の２－１でございますが、「施設

使用料等の算出に関するこの基本方針（案）」の主な変更点で、５点ほどございま

すが、要約してあるものでございます。本日はこの詳細につきまして資料２－２の

方で説明をさせていただければと思います。文中に朱書きとなっている箇所、これ

が加筆或いは修正した箇所となります。まず１点目でございます。市民の使用料と

市民以外の使用料の区分けの廃止についてでございます。８ページの下段から次

のページにかけて記載がございます。（3）市民の使用料と、市民以外の使用料の部

分になります。朱書きで見え消しがされている箇所をご覧いただければと思いま

す。市内の施設におきまして、市民と市民以外の使用料区分けをし、市民以外の終

了については、市民と比べ高い設定としているものがございます。これは、市民以

外の利用料は、公共施設の施設整備の原資となる税金を納めていないということ

から、応分の負担をしていただくという考えのもと、導入をしているものでござい

ます。ただ、若者に選ばれるまちを掲げ、関係人口、交流人口の増を目指すまちの

施策として、方向性が一致していないという点をかんがみまして、市民、市民以外

の区分けはすべきではないという協議結果が出されました。２点目でございます。

施設整備に係る経費を使用料の対象とすることについてでございます。こちら１

ページの下段、３施設原価の算出から、５ページにかけて記載がございます。これ

まで施設整備に係る経費につきましては税金で賄い、施設の運営に係る経費を使

用料として利用する者、これ受益者でございますが、従事者に負担をしていただく

という考えのもと、使用料を算出して参りました。しかし、行財政審議会でのご意

見を踏まえまして、施設を使用する人がいる一方、使用をしない人もいることか

ら、施設の整備に係る経費についても、受益者に相応の負担をしていただくべきで

あると考えまして、施設の整備に係る経費を含めて、使用料を算出することといた

しました。使用料の設定のあるすべての施設につきまして、施設の整備に係る経費



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

といたしまして、施設の建設費、用地取得費、それと除却費、これらを含めて算定

をすることとしたものでございます。２ページの方に、（2）施設原価の対象、算出

方法の補償額と、朱書きとなっている部分になりますが、②施設の整備に係る経費

の考え方をご覧いただければと思います。こちらのポツの二つ目でございますが、

施設の建設費についてですが、ここは新たに加えた部分でございますので、読み上

げさせていただきます。 

施設の建設費は、資産の取得に応じた経費を用い、施設の使用年数は減価償却資

産の耐用年数を用いる方法が考えられます。しかし、耐用年数は、鉄筋コンクリー

ト造りの場合は 50 年、ブロック作りの場合は 41 年というように、施設の構造に

よって異なるものとなってございます。また、空調等の設備は 13 年と同じ建物内

でも耐用年数が異なるという状況となっております。また、建物は、一定期間が経

ちますと大規模を改修が必要となり、その際の設備を入れ替えたりすることから、

大規模改修に要した経費も、施設の建設費に含まれ、そこから新たな耐用年数で減

価償却することになります。施設の建設費に、資産の取得に要した経費を用い、施

設の年数に減価償却資産の耐用年数を用いると、耐用年数が経過したら、使用料が

下がったり、大規模改修をしたら、使用料が上がったりすることになり、使用料の

あり方として不安定な状況になります。文部科学省から示されております学校施

設の長寿命化計画策定の手引きと解説におきまして、適切な予防措置をすること

により、施設を 80 年使うという考えがございます。鉄筋コンクリート造りの建物

に関する長寿命化の手引きであることから、この考えに基づきまして、経費を算出

することといたしました。この場合、40 年で大規模改修、また 20 年と 60 年で中

規模改修をするとされ、大規模改修時は、建設当初の約６割、中規模改修時は、建

設当初の約３割の経費がかかるとされております。そこで、この考え方を用い、施

設の建設費は、建設当初の建設費総額の二倍、国庫補助等の財源がある場合は除く

といたしまして、施設の使用年数は 80 年と定義することといたします。これによ

り、建設当初の経費を建物と機械設備に分ける必要がなくなるほか、耐用年数経過

時や大規模改修の時期によって使用料が変わることがなくなるという解釈になり

ます。続きまして、３ページのポツ、施設用地の取得費をご覧いただければと思い

ます。施設を整備するために用地を取得した場合は、用地の取得費を施設原価に含

めるということといたします。この取得経費につきましても、建物と同じ施設使用

期間の 80 年で按分をすることといたします。なお、用地取得を伴わない施設の用

地費は施設原価に含めません。続いて、施設の除却費についてでございます。施設

は、最後は解体する必要があることから、除却費も施設原価に含めることといたし

ます。建物と同じ施設使用を期間の 80 年で案分することといたします。これらを

加味いたしました施設の整備に係る経費を式にいたしますと、建設当初の建設費

を二倍し、その額から充当された国庫補助金等の額を差し引き、用地取得費と除却

費を加えた額を使用年数の 80で割るというふうになります。３点目になりますが、

減免を条例に規定することとした、についてでございます。９ページの中段から 10

ページにかけて、新たに項目を設定して記載をしてございます。６、使用料の区分

設定及び減額免除についてをご覧いただければと思います。こちら前文で施設の

利用促進、促進、団体や学生等の活動への支援等を目的として、利用者の区分ごと

に異なった使用料を設定したり、使用料の減額免除を行ったりすることができる

ことを説明した上で、区分設定や減額免除の実施にあたっての留意事項を列記し

てございます。①として、使用料は、すべての市民が利用する施設ではなく、特定

の者が利用して、受益を受ける場合に利用者に負担していただくものであるとい

う、受益者負担の原則を十分に考慮し、安易に対象を広げないこと。②として、そ

の者を減免とすることが施設の設置目的に合致するかどうか。③として、施設の利
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用促進と受益者負担の原則のバランスがとれているか。④として、減免等は、使用

団体等への助成に類するものであることから、補助金等に関する基本指針を参考

に、２分の１以内を原則とすること。これらを踏まえまして、区分設定や減額免除

を判断することになります。まず、（1）使用料の区分設定についてご説明いたしま

す。これは、利用者の区分ごとに異なった金額を設定することを示しているものと

なります。例としまして、大人料金と子ども料金。このように、対象者の年齢区分

で分ける、或いは施設の設置目的の利用は無料とし、それ以外の利用は有料とす

る。などでございます。異なった金額を設定することとしていますが、いずれも正

規の使用料の扱いとなります。また、施設の設置目的内の利用については、６ペー

ジの方に記載でございます、４、（1）施設の性質に応じた利用者負担。こちらで設

定した利用者の負担割合で割り落とす前の、単位当たりの施設原価の額を基準と

して、割り増しした使用料に区分設定するものでございます。続きまして（2）使

用料の減額免除についてのご説明でございます。減免は条例で、減免できると規定

し、具体的な対象者は規則で規定をしていましたが、規則は市長の権限のみで制定

改廃することができるため、市民を含めて広く議論することなく、減免の対象を決

めることができるようになっておりました。そこで、減免の対象を条例で規定する

こととし、市民の代表である議会におきまして、開かれた議論をしていただき、減

免の適正化を図ることとし、あわせて減額免除の基本的な考え方を整理をいたし

ました。減額免除が必要だと判断した場合は、公平性、透明性を高める観点から、

条例で直接定めることと明記をいたしました。例外としまして、災害時等の臨時的

な減免等があるため、災害時等の一時的な減免であって、市長が特に必要と認める

場合という定めを設けることは、可としますが、それ以外の恒常的な減免は必ず条

例で定めることとし、規則への委任は認めないことといたします。使用料の減額に

つきましては、使用料の減額２分の１以内を原則とします。使用料の免除につきま

しては、官公庁が主催する事業、その他これらに類する公共性の高い事業、諏訪地

域の市町村で連携して行っている小中学生に対する入館料の免除、これ以外は原

則行わないことといたします。以上が使用料の減額免除についての説明でござい

ます。次に、４点目でございます。激変緩和措置の見直しについて、でございます。

こちら７ページから８ページにかけまして記載がございます。これまでも、新たに

設定した使用料が改定により大幅に増額となった場合に、激変緩和措置を講じて

はいましたが、本来負担をしていただく使用料に達するまでの期間の定め、こちら

がございませんでした。そこで８ページの表３、激変緩和措置による段階的改訂に

お示しの通り、激変緩和期間として３回の改定を設定し、本来、負担をしていただ

く使用料になるよう見直しを図ることといたしました。内容につきましては、表の

通りでございます。次に、令和５年度施設使用料の試算結果一覧表、右上に赤字で

対外秘と記されているペーパーの資料でございますが、こちらデータにはござい

ません。主だった施設の現在の料金、それと改定をした後の料金、そして激変緩和

期間の料金を一覧としたものでございます。こちらすべてではなく、あくまでも例

として、主だった施設を挙げているものでございます。こちらご覧いただいくこと

といたしまして、一つ一つの細かな説明は省略をさせていただきます。ご覧いただ

きますと新たな基本方針に基づいて算出いたしますと、改定率が大きくなる。つま

り、使用料の基本額が高くなる施設がございます。ここに掲げられております額は

あくまでも参考の額でございまして、今後、新たな基本方針に基づきまして、利用

者負担の見直しも含めて、基本使用料を算出した後に、市場価格等を考慮するなど

して、使用料を決定していくこととなります。従いまして、恐れ入ります、本日の

会議終了後こちらの資料は回収をさせていただきますので、机の上にそのまま置

いていただければと思います。次に５点目でございます。施設原価の対象外とする



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費の明確化でございます。４ページに記載がございます。これまでも、使用料を

算定するにあたり、経費の対象としないものとしていたものを、この基本方針の中

で明確化することといたしました。施設原価には、施設の貸し出しに必要な経費を

計上するものとし、それ以外の経費は除くものとします。また、経費の分けをする

ことができない場合は、面積案分などにより適切に計上するものといたします。対

象外の経費の例といたしまして、博物館、公民館等における講座に要する経費。貸

し出し業務以外の業務を行う事務室に要する経費。法律等で使用料の徴収が制限

をされている施設等に要する経費を列記してございます。以上、主な変更点５点に

つきまして、説明をさせていただきました。他の変更点といたしまして、昨今の流

動的な社会情勢を踏まえまして、使用料の見直しの期間、これを５年から３年に改

めること。また、激変緩和措置が適用されていない施設につきまして、前回の見直

し時の施設原価と直近の３年の施設の運営に係る経費で計算した施設原価とで、

20％以上の差が生じた場合は、使用料の見直しから３年を経過しない場合でも、使

用料の見直しができる、としたいものでございます。重ねて申し上げますが今お示

ししているものはまだ改定途中のものとなります。皆さん方のご意見を再度ちょ

うだいいたしまして見直しという余地ももちろんございます。使用料の改定に向

けたスケジュール、こちらの最後にご説明いたします資料２－３でございます。使

用料の算出に関するこの基本方針案を確定をさせた後に、基本方針に基づいて減

免の対象の見直しや、使用料の算出等を行っていきたいと考えております。合わせ

まして関係者や団体、これらの方々とも協議を行っていくというスケジュールで

ございます。使用料等審査委員会で詳細を協議いたしまして、改正条例の上程、こ

ちらを令和６年 12 月議会とし、その後に市民の皆さんへの周知期間を経まして、

令和７年４月からの施行としたいと考えてございます。説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。ただいまの内容につきましては、当審議会から、行政

に対して検討してくれということでお願いした内容でございますけれども、各委

員の皆さんに、ご意見、ご質問お聞きしたいと思いますので、お願いします。委員

さん、どうぞ。 

 

説明どうもありがとうございます。使用料の算出に関する基本方針の案という

格好で、訂正した箇所との説明をいただいたんですが、財務の立場からしますと、

施設ってそれぞれどのくらいお金がかかっているんだという、そういう試算で、検

討がされて、この基本方針もどちらかっていうと、お金全体をどう賄うかというよ

うな考え方になっているというふうに感じる。ところが施設使用料を算出するっ

ていう前提には、利用者は何人いるのかっていう、利用者の母数っていうのが非常

に重要になってくるわけです。おそらく例を見ると、各３年間の利用者数の平均と

か何とかそういったようなことを使ってこうやられているんだと思うんですけど

も、利用者については、担当する課が、利用促進を図って、計画的に増やすってい

う方法もあるんです。しかしそういう努力をしても時代の変遷その他でどんどん

利用者が減ってしまって、料金が、それこそ、何百％も 1000％も上がるというよ

うなことになってくると、その施設は本当に意味があるのかという形に判断をし

なければいけないわけです。従って、お金の方からだけ、基本方針を見るんではな

くて、利用者の確保、或いは利用促進、或いは利用者が、大きく目標から減った場

合に、どういう考え方をするかっていう、そういったものも本当は基本方針の中に

入れておいたほうがいいんですね。５年で改定するといっても、５年の間に何もし

ないと、ただ減ってました、増えましたっていうだけではなくて、５年の間にじゃ

あ、どこまで増やせればこのぐらいできるね、バランスがとれるねっていうような
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ことが、それぞれの担当課が、頑張っていろいろのスポーツ振興をやったり、活動

振興やって地域福祉の行事に使ったりというようなことをやっていかないと、た

だお金の方のことだけ見て、歳出のバランスを出そうっていうのは、やっぱり相当

片手落ちになるなという感じがしました。そういう観点で、一つ、別の意味の検討

でお願いしたいなと思います。 

 

委員がご指摘された通りの議論を庁内の中でもしています。対外秘の中で、今日

の資料は置いて行っていただきますけれども、総合博物館を見直すと 4330 円とい

う数字になるわけですけど、これ年間の入館者数が１万 5000 人くらいですから、

こうなってくるわけですね、そうすると、委員おっしゃるとおり本当に総合博物館

の入館者をどう増やすか、或いはもともとの設置目的に対して、これだけ、ないと

いうのはどうなのかっていう議論は当然出てくる話ですので、これは、試算した中

でまた、公共施設のあり方について十分、中で議論をしていく、そういうことにな

ると思います。 

 

ありがとうございました。その他ありますか。はい。委員さんお願いします。 

 

その個人的にはすごいしっくりこない資料です。大きく３点。一つは、１番目に

市民と市民以外の分けをなくす理由が、「若者に選ばれるまち」ってあるんですけ

ど、この整合性が全然わからないです。僕が考えるんだったら、例えば茅野市に住

めばね、施設が安く使えるって方が移住者増えるような気がするんで、どうしてこ

の理由で、市民、市民以外の区分けがなくなるのはよくわからないです。これ１点。

それから二つ目、主な変更点２番ですけども、そもそも受益者負担ということが非

常に軽く語られているんですけども、かかった費用、いろんな経費等を含めてすべ

てを受益者が負担するわけじゃないんですよね。どう頑張ったって負担できない

ので、そのうちの何割かは受益者で、その残りはほとんど市民が負担しているって

いうことになると思うんです。何て言うのかな、市民が払うってのは、その犠牲な

ので、市民に対してさっきも言ったんですが、もう少し配慮があっていいのかなと

いう気がします。それから減免のところ、例えば、僕と宮坂委員さんはゆいわーく

の代表という、今はもう関係ないんですけど、来てるんで、その立場で言うと、最

近非常に施設の稼働率が低いです。言い換えれば市民活動が非常に停滞している

中で、またお金取るんだったら、余計下がっちゃうんでせっかく立派な施設建てて

も、さっき委員さんがおっしゃったようにする稼働率が下がってしまうという結

果が目に見えているんじゃないかなという気がします。私、見ていて、ゆいわーく

を一生懸命使ってくださる方っていうのは本当に障害者福祉関係やっているとか、

或いは手話の関係をやっているとか、非常に市民活動に熱心な方で、全員が手弁当

で、多分収入なんて何もないと思うんです。その中でまた大きな負担をかけさせる

っていうのは本当に気になるなということで、ちょっと全般的に私の思いとは、相

いれない資料だったなという気がします。 

 

ありがとうございました。事務局の方、よろしいですか。 

 

委員さんのお話も十分理解できるところです。その上での話ですけど、まず、や

はり、一定の公共施設の部分について、これが例えばその施設の目的で政策目的の

中でこれを無料で例えば使う施設だとか或いは社会教育施設の図書館のようにそ

こで料金取ってはいけないみたいな法で規定されているものがあると思います。

一方で、やっぱり受益者っていうところが引っかかるのかもしれませんけど、その
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施設をこう集中的に使う方がいるとするとその部分に一定の負担っていうのは生

じる、その部分を、先ほどの使用料の６ページのところなんですけれども、どの程

度、利用者負担を 100％取るのか或いは利用者負担というのは０％なのか、ここは

政策的な判断をしながら、使用料というものを算出していくってことになるんだ

ろうと思います。あとゆいわーく或いは公民館もそうなんですけどもほとんどが

実際のところは、社会教育団体なり市民活動団体は認定され無料になっているっ

ていう部分があって、にもかかわらずもし稼働率が低くなっているとすると、それ

はまた使用料とは別のところでその活動センターのあり方とか、それから市民活

動に対する支援の仕方っていうのをしっかり検討していかなければいけないんじ

ゃないかと、そういうようなことも考えられると思います。いずれにしても委員さ

んからのご提言の部分というのも踏まえながら、私どもなお、またこの適用の部分

については考えていきたいと思います。 

 

私の方から、最初のところでご指摘いただいた、「若者に選ばれるまち」の整合

合わないというお話のところなんですけれども、言葉足らずのところがあってで

すね、内容的には、第２次地域創生総合戦略には、「若者に選ばれるまち」で、外

からお客さんに来ていただきたい。そして、ゆくゆくは移り住んでいただきたいっ

ていうんで、まずは知って、訪れていただく、そういったフェーズに沿った計画に

なっております。その中で、この来てください、訪れてくださいって言った方々に

対して、よそ者扱いをしてあなた方は高くしますよっていうことが、これはいかが

なものかということで、市民と市民以外の区別はまずこれからなくしていこう、こ

れから６次総合計画の中にも交流という部分が非常にキーワードになって参りま

す。いろんな方々との交流を進める上で、市民と市民以外を区分けするとはいかが

なものか、そういった視点でございますので、ご理解いただければと思います。 

 

委員さんお願いします。 

 

今、市民と市民外を区別しない、という言葉があったんですけれども、僕も委員

さんと同じように理解できないです。それだけです。 

 

委員さんお願いします。 

 

ありがとうございます。私も今の市民、市民以外に関しては、同じく、理解に苦

しむなというところはありますので、例えば温泉施設で、市外の方 600 円、市内

の方 400 円とありますけど、600 円が法外に高い場合は、何だろうと思いますけ

ど、大体私あちこちいろいろ温泉入りますけど、800 円ぐらいは普通にある話で、

それから 600 円茅野市安いなっていう印象受けています。その中で、ちらっと見

て、市民が 400 円で見ると、ここに住むといいんだな、私は実際それを思って、来

て、温泉に入っていますので、実感としてその感覚を持っています。そういう意味

では、無理やりってわけじゃないと思うんですけど、理由としてはちょっと苦しい

のかなというふうに、感じるところが正直あります。もう一つが、委員が言われた

ことなんですけども、使用料改定のスケジュールで見ていくと、まさに営業活動は

中には入ってないわけです。先ほども話に出ていますけど、いかに使ってもらうの

かっていう観点に関しては、私も昔、企業で営業していましたから、やっぱ会社と

行政が違うのは重々承知しておりますが、使ってもらう努力をするのに、数ヶ月っ

ていうのは絶対成果でないんです。やっぱ年単位での努力が必要だと思いますし、

努力によっては、成果を倍にすることだって可能なわけで、そのあたり一気にこの
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数字の見方っていうのは変わってくるっていう感じがやっぱあると思っていて、

これはもう完全に減免をやめていくよっていう方向のスケジュールになっちゃっ

ていますけども、もう１年向こうにしてみて、営業努力をしてみるっていうところ

も含めてもいいようには思います。少なくともこの中の項目の一つでそれがある

べきなのかなっていうふうに思いました。以上です。 

 

ありがとうございます。その他ありますか。はい。委員さんお願いします。 

 

施設整備に係る経費を算入するというのは非常にいい考え方だとは思うんです

けど、この中でちょっと気になるのが、用地取得費っていうのは、他の経費とちょ

っと色が違うような気がしていて、用地で評価しなきゃいけないのは、例えば地上

権部分であるとか借地権見合いとか、そこら辺のところで、あと、基本的には財産

が残るわけですから、そこら辺をどう評価するかっていうのは、ちょっと工夫の余

地があるような気がして、ちょっとまだ、言葉にすると、正確ではないかもしれな

いですけど、用地取得費全額をここへ計上するっていうのは、少し工夫の余地があ

るかなと思ってきました。 

 

はい。ありがとうございます。その他ありますか。はいどうぞ。委員さん。 

 

すみません。やっぱり経費にかかる部分を値上げするっていう感覚なんですけ

ど、マーケティング的に、民間の人たちが、マーケティングを考えると、やっぱり

営業して売り上げをどうゆうふうに上げて、それに関わる経費がどのくらいあっ

て、それによって、いくら売り上げが上がって、それでかかっている原価がこのく

らいで、っていう、もうちょっとトータル的なバランスの中の収支を考えた上で、

価格設定していくっていうのが通常じゃないかと思っているんですけども、いか

がでしょうか。 

 

ご意見じゃなくて質問ということです。お願いします。 

 

先ほどの説明の中にもありましたけども、こうやって使用料設定しても一方で

やっぱり市場価格との均衡ってことも出てきます。先ほどの総合博物館だと 4300

円です。これにしたらやっぱり入らないわけで、通常だとやっぱり近郊のところの

博物館って 400 円とかそういった話だと思いますので、そうすると、算出した上

で、どれだけ市場価格のところに、均衡させるか努力するかってこともあると思い

ますので、その辺は今日、大分ご意見いただきましたので、それも踏まえながら、

使用料については、庁内で検討してまいりたいと思います。 

 

 

（3）茅野市行財政改革に関する提言（案）について【資料３】 

はい、ありがとうございました。その他ありますか。時間もありませんので、そ

れぞれ皆さんからいただいたご意見ですね、これ案ですので、また市の方で、十分

検討していただいて決定していく、ということでお願いしたいと思います。それで

は、続きまして３番。「茅野市行財政改革に関する提言案について」ということで

進めさせていただきます。我々現在の行財政審議会のメンバーで、２年任期という

ことで、11 月３日で終了となるわけです。会長ともいろいろ相談しまして、そう

は言っても何か残していった方がいいんじゃないかと、いうことの中で、この行財

政改革に関して、今の審議会から提言をして、次期の委員さんにきちんとつなげて
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いくということが大事じゃないかということで、進めて参りました。委員の皆様の

ご意見を聞かずに進めて参りましたけれども、まず、この提言を出すということに

ついて、よろしいかどうかだけ、委員の皆さんにお聞きしたいと思うんですけれど

も、よろしいですか。 

ありがとうございます。それでは、行財政改革に関する提言についてということ

で、この中身について、またご意見ご質問をいただきたいと思いますけれども、そ

れぞれ、これにつきましては委員の皆さんにすでに先にお渡ししてありまして、皆

さんの中から何人かの皆さんには、意見をいただいているところでございます。今

日は時間の都合もありますんで、先に、ご意見をいただいたこのご意見について

も、全部の委員さんにお渡ししたところですけれども、まずはご意見いただいた皆

さんで、補足或いは内容説明等ありましたらお願いしたいと思います。委員さんか

らお願いできればと思います。 

 

いろいろ細かく言えるかもしれないんですけど、今まで市のいろんな計画見て

いて、実行されていないなっていうケースがほとんどで、なんで実行されてないか

なあと思ったら、二つあるかなと、一つは組織、それをちゃんと実行する組織がな

いっていうことかなと思います。今回のテーマも非常に大きなテーマですけれど

も企画課っていう形でやっちゃうと、ちょっとですね多分企画課って忙しい。それ

以外の仕事もあるので、ついつい片手間で管理してって、実行は３年もうだうだ行

っちゃうかなって気がするので、こういうのは、例えば市長直轄で、プロジェクト

化して、この実行をちゃんと、計画を実行されるように見ていく組織で、課題が発

生したらそれを一緒に解決するような組織がやっぱ必要かなというのが１点です。

二つ目はやっぱり計画っていうのは、もうどれだけ細かい項目に落とし込めたか

どうかが鍵だと思うので、今まで見ていて、非常に大まかな計画しかなかったなと

いう実感ですので、ぜひ実行ルールの計画に落としていただきたいなというのが

二つ目です。以上です。 

 

ありがとうございます。それでは委員さん、お願いします。 

 

私としては、基本的にはもう提言に書いてあることが正しいなあというか、こう

いう方法でやらないともう行政が立ち行かないな、というふうには思っているの

で、基本的にいいんですけど、修文だけお願いしたいということで、意見を出させ

ていただきました。先ほど、使用料等の算出に関する基本方針案をうかがったの

で、その部分に関してはいいんですけど、少し言葉で足りないところというか、ち

ょっと違うふうに取られるところもあるかもしれないのでもう一度よく見ていた

だければということでございます。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。それでは、委員さん、お願いします。 

 

そもそも、我々が集まって議論する最初の原点と言うのは、コスト削減というこ

とではなくて、もう少し夢のある話であったと思うんです。実際、そういうことも

議論しましたし、そういうことが盛り込まれていないのは、ちょっと寂しいなあと

いうのが、私の個人的な思いです。それによって何点か挙げさせていただきまし

た。ただ、こういうものは効果がわからないというか、結構息の長い取り組みであ

りますので、即効性という点では、もやっとした提言になってしまうというこうは

否めないかなと思います。もう一つは、行財政審議会と並行して違う会議体で、か

なりまちづくりというかを議論されているような、以前、もう一つの合同で会議し
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たことがありましたよね。そちらの方にそういった前向きなようなことを譲ると

いうことであれば、ここでは、提言でまとめていただいた内容のものでもよろしい

かと思います。最終的には、正副会長の方にお任せいたします。 

 

ありがとうございました。それでは、委員さんお願いします。 

 

長々とコメントを書いておりますけど、それは読んでもらえばわかると思いま

す。基本的には、この提言というのは、市民に向けて行うっていうのではなくて、

茅野市の行政の職員、或いは市長副市長に向けて行うということですから、読んで

わかればいいわけで、あまり言葉尻りとらわれる必要はないと思うので、その点は

皆さんから意見を、会長、副会長の中で、咀嚼して直したらいいほうがいいと思う

ところは直していただければそれで結構なんですが、私は後になってちょっと１

点だけ、これはやっぱり提言として明確にしといたほうがいいなっていうのは、今

度、DX のシンポジウムがありますよね。このご案内をいただいたときに思い出し

たんだけど、DX 推進のところの議論の時に、確か予算が何億か計上されているけ

ども、その成果達成目標なんかはどんな内容かは出てきてなくて、お金だけ先にか

かります、というような格好だったんですよね。でもそれだと、ＤＸ進めようって

言って、金だけかかって、福祉は向上したし、利便性は上がったけど、やっぱり金

は随分かかりましたねっていうんで、本当にいいのかなっていう気がしますので、

（2）の政策運営の一番最後のところに、できれば、私としては、ポツとして、「DX

推進の成果を、経費削減、財政改善につなげられるように進めていくこと」という

のを提言に入れたいなと思いました。そうしないと金ばかりかかって、便利になっ

たけど、やっぱり何も財政的にはまたもっと苦しくなったっていうことであれば、

旗振りしている DX の方も、あまり期待に沿うことができなくなりますので、その

点を提言に入れたいと思います。以上、追加でお願いします。 

 

ありがとうございます。これよろしいですかね。企画課の方で、ＤＸも担当して

いますので、もしあればお願いします。 

 

ＤＸの推進についてはご指摘のとおりかと思います。やはりコスト面を考えて

いかないといけないですし、DX の基本的な目標はやはり生産性の向上だと思うの

で、そこはやはり明確にするべきかなと思います。今回、茅野市がこれから進めて

いく DX については、今こういった財政状況でございますので、できるだけお金が

かからないような形で、単費的な負担がないような形で国の予算等を取り入れな

がら進めていく方向で進めております。昨年度４億円、今年度３億円という部分は

国費の方で賄われている状況でございますので、これをもう少し継続して行って

いく方向です。 

 

ありがとうございました。それでは今、委員さん言われた内容については、この

提言の中に、どういうふうに入れていくか、また、会長と相談します。はい。それ

では、一応これ提言ですので、ご意見いただいてない方にもお聞きしたいと思いま

すけども、委員さんからも事前にご意見いただきました。お願いします。 

 

すみません、ありがとうございます。書かせていただいた通りです。ちょっと細

かいことを書いたかなというふうに思うんですけれども、使える部分があったら、

入れていただいて、使っていただければいいかなというふうに思います。 
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はい、ありがとうございます。それでは、今、お話いただいた以外の委員さんか

らも、順次、委員さんから、もしあればお願いします。 

 

提言に関しては、言葉をどう取るっていうのはあんまりないんですけども、実際

に茅野市に対する思いみたいなものをきちんとつなげていくような、申し送りだ

とか、そういったことをやっていっていただきたいなって思います。 

 

ありがとうございます。委員さん。お願いします。 

 

ありがとうございます。２年間、かかわらせていただきまして、最初は、「若者

に選ばれるまち」ということで、とても夢のある会議だなというふうに参加させて

いただきました。その中で提言内容は、私も関わった中で出てきた結論なので、基

本的にはこの方向でいいと思うんですが、ただ一歩引いて市民として見てみたと

きに、例えば保育園も減らしていくっていう方向性、内容はこの通りだと思うんで

すが、一方で私 PTA もやっていますので、お母さん方お父さん方忙しい方が、家

の近くに保育園があるから価値があるっていうところもメリットがあってですね、

それを見るとちょっと心苦しいなっていうふうにちょっと感じてしまうところが

あったりとか、例えばプールがなくなるっていうと、娘はプール行くのを楽しみに

していて、そういう身近な人の言うことと、あるべき姿っていうと、やっぱここは

しょうがない部分であるとは思うんですが、ちょっと心苦しいというのが最後に

市に対して思ったことっていうのは正直あります。ただ一方で、もうちょっと前向

きな方向性の提言が、もうちょっと盛り込めたらいいのかなというふうにちょっ

と思っています。いろいろやめるんだけども、こういうところを目指しているって

いうところ、そこがちょっと文章としてはあまり入ってないように見えるので、そ

こだけ、何か最後に入れられないかなというふうにちょっと感じています。以上で

す。 

 

ありがとうございます。それでは、委員さん、お願いします。 

 

ここへ来る前に目を通しましたが趣旨はよいと思います。この提言は、提言で出

しっ放しってことでよろしいですよね。 

 

そうですね。出しっぱなしですけども、次の審議会につなげてもらう、という形

になります。 

 

ありがとうございます。一読した中では、やはりその検討をしてください、見直

しをしてくださいっていうことなので、やっぱり、もやっとした表現になっている

なあというのがまず直感だったんですが、できれば期限を切るですとか、具体性、

金額が具体的なものがあればもっといいでしょうけれども、次につなげる意味で

おそらく、次の委員の人たちがやりやすいような形を目指したのかなというふう

に理解しています。なのであと公共施設のところも、とりとめもなく出てくるの

で、なぜこれになったかが、繋がりがちょっとわからなかったんですが、それは実

はもう検討しているものから引っ張ってきているからこういう形にきっとなるん

だろうなということで自分の中では落としましたので、こんな形で提出していた

だければ、あとは会長、副会長に一任させていただきます。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。委員さん。あれば。 
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えっと、今日、副会長さんの方に言って、その他のところで言おうかなと思って

いたんですけれども、この中で、先ほど委員さんの方から、市役所の内部で確認し

てチェックできる仕組みがっていう話があったと思うんで、それに関連すると思

うんですけれども、こうやってかかわらせていただいていろいろ議論をするわけ

ですよね、行財政審議会に限ってじゃないんですけれども、議事録が一向に出てい

ない。総務課の方にも確認したんですけれども、茅野市の中には例規集がありま

す。その中で、「茅野市審議会等の会議の公開に関する要綱」っていうのが定めら

れていて、それによると、議事録は公開して、翌年度末までは、ホームページに掲

げてなければいけないとなっているんですけれども、それができていないですよ

ね。それができていなくて、委員の言われるような、チェックできるシステム、こ

れに関しては、総務課の方で確認してチェックしなければいけないってなってい

るんですよね。それがチェックされていないんですよね。まさに委員さんの言われ

た通り、そういう仕組みができていないと思いますので、そういう中でいくら議論

をしても、議論した過程が市民の方に公開されてなくて、何が議論されているかも

わからない状況っていうのはまさにシステムの欠陥だと思いますので、そこは早

急に対応しないといけないのかなというふうに思います。以上です。 

 

ありがとうございます。今、この提言の中へ盛り込んだほうがいいというような

内容とか、或いはそうじゃなくて行政に対してのご意見もございました。ここら辺

はまとめながら、会長と話をして進めていきたいというふうに思います。またこの

件について全体通してもし委員の皆さんからあれば、お願いしたいですが、よろし

いですか。はい。それでは先ほども、この内容について修正その他、私と会長に一

任いただけるというご意見もいただいているんですが、よろしいですか。はい。そ

れでは会長と話をして、修正しながら、提出したいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。提出する内容につきましては委員の皆様にお送りしますの

で、また確認いただければというふうに思います。ありがとうございました。それ

では、私ども本日、予定した内容は以上ですが、その他、皆さんの方で、もしあり

ましたらお願いしたいと思いますけれども、いかがですか。よろしいですか。はい。

委員さん、どうぞ。 

 

 

５ その他 

今日で、この委員では最後だから、皆さんに一言ずついただくのはどうでしょ

う。 

 

そうですか。委員さんからそういうお話出ましたけれども、委員さんの方から言

っていただいもよろしいですか。 

 

今言わせていただいた通り、こうやって審議会でやったものが、遅滞なく公開さ

れてなくて市民に伝わっていなかったのは、非常に残念なことだなと思いました

ので、次の委員さんの審議に関しては、大事に扱っていただければなと思います。

以上です。 

 

ありがとうございます。委員さん、お願いします。 

 

行財政改革推進市民委員会の時から通算して途中何年かありませんでしたけど、



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

委員 

 

 

 

副会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おそらく７期やったと思うんです。14 年間。行財政は、当時のことから考えると

今が一番きついといいますか、厳しいです。財政がここまで悪くなったっていうの

は、だれの責任かわからないんだけど、次の審議会の皆さんには相当頑張ってもら

わないと、今までのようにただ集まってわいわいとやっているっていうだけじゃ

これはすまないなと気がしますので、ぜひ期待をしながら、頑張っていただきたい

と思います。 

 

ありがとうございました。委員さん、お願いします。 

 

長きにやられた大先輩の後に、私１年ぐらいしかやっていないので大変恐縮な

んですけど、立場上、前任の者から引き継いだ中で、こういった場面にかかわらせ

ていただいて、非常に勉強になりました。２年間ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。委員さんお願いします。 

 

同じく、途中から参加したものとしては、言いにくいんですけれども、茅野市は

本当に県内でも頑張っている方の市町村だというふうに認識しているので、だか

らその中で財政のひずみが出てきているかもしれないので、どういうふうにやっ

ていくか、これは議会の皆さんと、きちんと話をしなければいけないような話だと

思いますし、委員としては今ある現状分析しながら何がいいかなあということを

提言できたらよかったなあと思うんですけど、あまりそこまで至らなくて申し訳

ない気持ちがありながらという感想でございます。 

 

ありがとうございました。委員さんお願いします。 

 

はい。あっという間の２年間だったなあという感じで私も初めてこういう会議

に呼んでいただいたので、どういうものかっていうのを勉強かなと思ってやって

いたんですが、本当に２年間長いなと思っていましたけど、多分最初からトップス

ピードで意見を出していかないといけなかったなっていうふうに、ちょっと反省

しました。私まだ 44 歳ですけど、またこういう機会得られるかもしれないので、

そのときに向けた今回の経験を糧にしていきたいと思っております。どうもあり

がとうございました。 

 

ありがとうございました。それでは委員さんお願いします。 

 

２年間お世話になりました。ありがとうございました。私もこういう場に参加す

るということが初めてでしたので、なかなかいい意見が出せないことの方が圧倒

的に多かったのであまりちょっとお役に立てなかったなあといったところが、反

省しているところであります。でも一方で本当に勉強しかないっていうか学びし

かないっていうところもありまして非常に大事な時間を過ごさせていただいたと

思っております。仕事している中で地域づくりしている中で、茅野に住んでいてい

いねと言われること非常にあります。茅野っていいよねって茅野に住んでいると

いいよね、どんどん進化もしてっているし、すごく周りの方にはポジティブにこう

茅野に住んでいることを言われるけれども、実際のところなかなかこう茅野市の

中は大変だぞというのも、見つつ、ただやっぱりそういったうらやましいと思って

もらえる茅野市であるっていうことは、お財布の中がどうであれ、すごく自信を持

った方がいいっていうふうに思いますし、そういう周りから茅野ってすてきだね
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って言われるところをしっかり残しつつ、今後ちゃんと茅野市があり続けるって

いうことのために、またこの審議会が進んでいってくださるといいなというふう

に思います。はい。お世話になりました。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。委員お願いします。 

 

私も２年間大変お世話になりました。本当に今、委員さんの言ったように、茅野

ってすごくポジティブにいろんなことをやっている地域じゃないかっておっしゃ

る人とか、いろんなところから言われるんですけども、こんなに財政が厳しいって

いう話は、ここに来るまで知りませんでした。やっぱりでも、茅野ってすごくポテ

ンシャルのある地域だと思いますので、今後いろんな首都圏の方が来たり、諏訪地

域を牽引してくような、そんな場所になっていったらいいかなって思います。本当

にそれで、この茅野にいることが、市民にとっては自信になったりとか、よかった

なって思うような、そんな茅野市を、これからも築いていきたいと思いますので、

この２年間、いろいろ勉強させていただいたんですけれども、これからもぜひお役

に立てることがあれば、ご協力していきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。本当にありがとうございました。 

 

ありがとうございました。どうぞ、委員さん、お願いします。 

 

はい。２年間ありがとうございました。すみません、いつもいろいろ文句ばっか

り言って。でも率直に市民目線でしゃべっていたつもりなんで、ぜひまた、改革を

進めていっていただきたいなと思います。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。委員さん、お願いします。 

 

はい。東京に居ますと、とにかく人がいっぱいますから、人がいっぱいいるとパ

ワーがあるなというふうに感じています。ですから、茅野市もですねやっぱり人口

減少をある程度は仕方なくて合併することは難しいかもしれませんけど、にぎや

かな術があって、安定していくことを切に希望しております。会議では zoom の準

備をありがとうございました。非常に勉強になりました。ありがとうございます。

以上です。 

 

はい、ありがとうございました。最後、私の方で閉める前ということで、事務局

の方から他に何かありますか。 

 

お手元に今日お配りしているスーパーシティデジタル田園健康特区フォーラム

のご案内でございます。メールですでにご承知かと思いますけれども、11 月８日

の水曜日でございます。このデジタル田園健康特区に指定された 3 市町で、どんな

取り組みを始まっているか、そういったご案内をする、内閣府主催のフォーラムで

ございます。ここの委員の鈴木さん、半田さんも、パネリストとしてご参加をいた

だく予定になっておりますので、ご都合のつく方ぜひご参加をいただきたいと思

います。またウェブでも、ご覧いただくことができますので、よろしくどうぞお願

いいたします。以上でございます。 

 

6 閉会 

それでは私の方からですけども、まず会長に、体調不良で休んでいますが、今日
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最後だからメッセージをいただきたいということで書いてもらいまして、まずそ

の朗読をさせていただきます。 

まず、本日体調不良により欠席させていただきましたことをお詫び申し上げま

す。この２年間の任期においては、全世界を震撼したコロナ感染症を経験し、過去

にない茅野市の抱える課題について勉強させていただき、皆様と活発な意見交換

ができましたこと、また、不慣れな司会進行にご協力いただきましたことに対しま

して、委員の皆様関係者の皆様へ心より御礼申し上げます。任期の最後に申し上げ

たいことは、私が常に中小企業の経営者様とお話していることです。ダーウィンの

進化論によるものですが、力の強いものが生き残ったのではなく、変化にいち早く

対応できたものが生き残ったのであり、私たち中小企業経営も行政経営も同じで

はないかと考えます。従って、行政の皆様には、決定した改革項目について、いち

早く結果を出していただくよう取り組んでいただきたいと思います。最後に委員

の皆様、ご出席の皆様のご健勝とますますのご活躍を懸念しまして、お礼の挨拶と

させていただきます。２年間大変お世話になり誠にありがとうございました。 

と言いうのが、会長のメッセージでございます。それから私も、この２年間本当

に大変勉強させていただきました。会長とセットでどうしても副会長やっていた

だきたいと言われて受けさせていただいたんですが、なかなか会長をサポートし

たり、或いはスムーズに運営するということはできなかったんですけども、会長よ

り一つできたのは、事務局にそんなことやっていちゃ駄目だと、いうようなことは

私の方が強く言えたかなというふうに思っているところです。いずれにしまして

も委員の皆様にはこれからも、大所高所から、やっぱり行政に対して、きちんとご

意見言ってもらえるというようなことを、お願いしたいと思います。いずれにしま

しても２年間、大変お世話になりました。また今後もよろしくお願いします。あり

がとうございました。 

それでは、以上をもちまして、令和５年度第４回茅野市行財政審議会を閉会とい

たします。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

以上 
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